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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
ペ
ル
ー
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

（
閣
条
第
一
号
）
（
先
議
）
要
旨

こ
の
協
定
は
、
我
が
国
と
ペ
ル
ー
と
の
間
に
お
い
て
、
物
品
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
の
自
由
化
及
び
円
滑
化

を
進
め
、
自
然
人
の
移
動
、
競
争
、
知
的
財
産
等
の
幅
広
い
分
野
で
の
枠
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
両
国
間
の

経
済
上
の
連
携
の
た
め
の
法
的
枠
組
み
を
設
け
る
も
の
で
あ
り
、
二
〇
一
一
年
（
平
成
二
十
三
年
）
五
月
三
十
一
日
に
東
京
で

署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
二
百
二
十
五
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
協
定
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
附
属
書
か
ら
成
っ
て
い
る

ほ
か
、
こ
の
協
定
に
関
連
し
、
実
施
取
極
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
両
締
約
国
は
、
自
由
貿
易
地
域
を
設
定
す
る
。

二
、
一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
原
産
品
に
つ
い
て
、
附
属
書
一
の
自
国
の
表
に
定
め
る
条
件
に
従
っ
て
、
関
税
を

撤
廃
し
、
又
は
引
き
下
げ
る
。

な
お
、
両
締
約
国
が
実
施
す
る
関
税
の
撤
廃
及
び
引
下
げ
等
の
主
要
品
目
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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１

我
が
国
に
よ
る
関
税
撤
廃
等
の
主
要
品
目

イ

農
林
水
産
品

ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
（
生
鮮
の
も
の
）
、
製
材
等
に
つ
い
て
、
関
税
を
即
時
撤
廃
。
ア
メ
リ
カ
お
お
あ
か
い
か
、
ア
ス
パ

ラ
ガ
ス
調
製
品
等
に
つ
い
て
、
協
定
発
効
後
十
年
間
で
関
税
を
撤
廃
。
一
部
の
鶏
肉
及
び
鶏
肉
調
製
品
並
び
に
飲
料

用
の
と
う
も
ろ
こ
し
等
に
つ
い
て
、
関
税
割
当
て
を
設
定

ロ

鉱
工
業
品

ほ
ぼ
全
て
の
品
目
に
つ
い
て
、
関
税
を
即
時
撤
廃

２

ペ
ル
ー
に
よ
る
関
税
撤
廃
等
の
主
要
品
目

イ

農
林
水
産
品

清
酒
等
に
つ
い
て
、
関
税
を
即
時
撤
廃
。
柿
に
つ
い
て
、
協
定
発
効
後
五
年
間
で
関
税
を
撤
廃
。
な
が
い
も
、
梨
等

に
つ
い
て
、
発
効
後
七
年
間
で
関
税
を
撤
廃
。
り
ん
ご
、
緑
茶
等
に
つ
い
て
、
発
効
後
十
五
年
間
で
関
税
を
撤
廃

ロ

鉱
工
業
品

乗
用
車
に
つ
い
て
、
協
定
発
効
後
四
年
間
か
ら
九
年
間
で
関
税
を
撤
廃
。
二
輪
車
に
つ
い
て
、
発
効
後
五
年
間
か
ら
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九
年
間
で
関
税
を
撤
廃
。
伝
動
軸
に
つ
い
て
、
関
税
を
即
時
撤
廃
。
サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン
、
ガ
ス
ケ
ッ
ト
、
強
化
ガ
ラ

ス
等
に
つ
い
て
、
発
効
後
三
年
間
か
ら
十
年
間
で
関
税
を
撤
廃
。
鉄
鋼
製
の
ボ
ル
ト
及
び
ナ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
発
効

後
四
年
間
で
関
税
を
撤
廃
。
テ
レ
ビ
、
ブ
ル
ー
レ
イ
デ
ィ
ス
ク
レ
コ
ー
ダ
ー
等
に
つ
い
て
、
関
税
を
即
時
撤
廃
。
リ

チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
、
鉛
蓄
電
池
等
に
つ
い
て
、
発
効
後
九
年
間
で
関
税
を
撤
廃
。
医
薬
品
に
つ
い
て
、
発
効
後
五

年
間
か
ら
十
年
間
で
関
税
を
撤
廃
。
ボ
ー
ル
ペ
ン
に
つ
い
て
、
発
効
後
十
年
間
で
関
税
を
撤
廃

三
、
原
産
地
規
則
、
原
産
地
証
明
書
及
び
税
関
手
続
並
び
に
原
産
品
に
対
し
て
両
締
約
国
間
に
お
い
て
の
み
と
ら
れ
る
二
国
間

セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
適
用
の
た
め
の
規
則
等
に
つ
い
て
定
め
る
。
な
お
、
輸
出
締
約
国
が
予
め
認
定
し
た
輸
出
者
に
つ
い

て
は
、
自
ら
原
産
地
を
申
告
す
る
こ
と
を
認
め
る
。

四
、
日
本
国
と
ペ
ル
ー
共
和
国
と
の
間
の
投
資
協
定
は
、
こ
の
協
定
に
組
み
込
ま
れ
、
こ
の
協
定
の
一
部
を
成
す
。

五
、
両
締
約
国
は
、
衛
生
植
物
検
疫
措
置
の
適
用
に
関
す
る
協
定
及
び
貿
易
の
技
術
的
障
害
に
関
す
る
協
定
に
基
づ
く
権
利
及

び
義
務
を
再
確
認
す
る
。

六
、
一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
サ
ー
ビ
ス
及
び
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
対
し
、
内
国
民
待
遇
及
び
最
恵
国
待
遇
を
与

え
る
。
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七
、
一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
商
用
目
的
の
国
民
で
あ
っ
て
、
現
行
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
措
置
に
適
合
す
る

も
の
に
対
し
、
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
を
許
可
す
る
。

八
、
一
方
の
締
約
国
は
、
政
府
調
達
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
他
方
の
締
約
国
の
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
、
並
び
に
他

方
の
締
約
国
の
供
給
者
で
他
方
の
締
約
国
の
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
も
の
に
対
し
、
内
国
民
待
遇
を
与
え
る
。

九
、
両
締
約
国
は
、
知
的
財
産
の
十
分
に
し
て
、
効
果
的
な
か
つ
無
差
別
な
保
護
を
確
保
し
、
知
的
財
産
権
を
行
使
す
る
た
め

の
措
置
を
と
り
、
並
び
に
知
的
財
産
に
関
す
る
制
度
の
運
用
に
お
け
る
効
率
性
及
び
透
明
性
を
促
進
す
る
。

十
、
各
締
約
国
は
、
自
国
の
法
令
に
従
い
、
反
競
争
的
行
為
に
対
し
て
適
当
と
認
め
る
措
置
を
と
る
。

十
一
、
一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
法
令
に
従
い
、
自
国
の
区
域
内
で
事
業
活
動
を
遂
行
す
る
他
方
の
締
約
国
の
者
の
た
め
の

ビ
ジ
ネ
ス
環
境
を
一
層
整
備
す
る
た
め
に
適
切
な
措
置
を
と
る
。

十
二
、
両
締
約
国
は
、
貿
易
及
び
投
資
の
促
進
、
製
造
業
等
の
分
野
に
お
い
て
相
互
の
利
益
に
資
す
る
協
力
を
促
進
す
る
。

十
三
、
こ
の
協
定
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
に
必
要
な
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
法
上
の
手
続
が
完
了
し
た
旨
を
通
告
す
る
外
交
上

の
公
文
を
両
締
約
国
政
府
が
交
換
す
る
日
の
属
す
る
月
の
後
二
番
目
の
月
の
初
日
に
効
力
を
生
ず
る
。


